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(57)【要約】
【課題】内容物の光劣化防止と、内容物の視認性確保と
を両立できる医療用透明包装材の提供。
【解決手段】本発明による医療用透明包装材は、基材層
と、酸化珪素を含むガスバリア層と、紫外線吸収層と、
接着層と、をこの順に有してなり、紫外線吸収層が、ベ
ンゾフェノン系紫外線吸収剤、トリアジン系紫外線吸収
剤、およびベンゾトリアゾール系紫外線吸収剤からなる
群から選択される少なくとも１種を含んでなり、医療用
透明包装材は、波長３８０ｎｍの光線透過率が２０％以
下であり、波長３９０ｎｍの光線透過率が２０％以下で
あり、波長６００ｎｍの光線透過率が６０％以上である
ものである。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基材層と、酸化珪素を含むガスバリア層と、紫外線吸収層と、接着層と、をこの順に有
してなる、医療用透明包装材であって、
　前記紫外線吸収層が、ベンゾフェノン系紫外線吸収剤、トリアジン系紫外線吸収剤、お
よびベンゾトリアゾール系紫外線吸収剤からなる群から選択される少なくとも１種を含ん
でなり、
　前記医療用透明包装材は、波長３８０ｎｍの光線透過率が２０％以下であり、波長３９
０ｎｍの光線透過率が２０％以下であり、波長６００ｎｍの光線透過率が６０％以上であ
る、医療用透明包装材。
【請求項２】
　前記医療用透明包装材が、波長３８０ｎｍの光線透過率が７％以下であり、波長３９０
ｎｍの光線透過率が１７％以下であり、波長６００ｎｍの光線透過率が７０％以上である
、請求項１に記載の医療用透明包装材。
【請求項３】
　前記医療用透明包装材の水蒸気透過度が、０．５ｇ／（ｍ２・ｄａｙ）以下である、請
求項１または２に記載の医療用透明包装材。
【請求項４】
　前記トリアジン系紫外線吸収剤が、ヒドロキシフェニルトリアジン系紫外線吸収剤であ
る、請求項１～３のいずれか一項に記載の医療用透明包装材。
【請求項５】
　前記ヒドロキシフェニルトリアジン系紫外線吸収剤が、２－（２－ヒドロキシ－４－［
１－オクチルオキシカルボニルエトキシ］フェニル）－４，６－ビス（４－フェニルフェ
ニル）－１，３，５－トリアジン、２－［４－［（２－ヒドロキシ－３－ドデシルオキシ
プロピル）オキシ］－２－ヒドロキシフェニル］－４，６－ビス（２，４－ジメチルフェ
ニル）－１，３，５－トリアジン、２，４－ビス［２－ヒドロキシ－４－ブトキシフェニ
ル］－６－（２，４－ジブトキシフェニル）－１，３，５－トリアジン、２－［４－［（
２－ヒドロキシ－３－トリデシルオキシプロピル）オキシ］－２－ヒドロキシフェニル］
－４，６－ビス（２，４－ジメチルフェニル）－１，３，５－トリアジン、および２－［
４－［（２－ヒドロキシ－３－（２'－エチル）ヘキシル）オキシ］－２－ヒドロキシフ
ェニル］－４，６－ビス（２，４－ジメチルフェニル）－１，３，５－トリアジンからな
る群から選択される少なくとも１種である、請求項４に記載の医療用透明包装材。
【請求項６】
　前記ガスバリア層が、酸化珪素蒸着膜上にガスバリア性塗布膜が設けられてなる、請求
項１～５のいずれか一項に記載の医療用透明包装材。
【請求項７】
　前記医療用透明包装材が、アルミニウム金属箔および／またはアルミニウム蒸着膜を含
まない、請求項１～６のいずれか一項に記載の医療用透明包装材。
【請求項８】
　医薬品の包装材として用いられる、請求項１～７のいずれか一項に記載の医療用透明包
装材。
【請求項９】
　医療機器の包装材として用いられる、請求項１～７のいずれか一項に記載の医療用透明
包装材。
【請求項１０】
　医薬品用ＰＴＰの外装材として用いられる、請求項１～７のいずれか一項に記載の医療
用透明包装材。
【請求項１１】
　液体製剤の外装材として用いられる、請求項１～７のいずれか一項に記載の医療用透明
包装材。
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【請求項１２】
　前記液体製剤が、輸液バッグまたはプレフィルドシリンジである、請求項１１に記載の
医療用透明包装材。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、医療用包装材に関し、より詳細には、基材層と、酸化珪素を含むガスバリア
層と、紫外線吸収層と、接着層と、をこの順に有してなる、医療用透明包装材に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、医薬品や医療機器には、光劣化性のものがあることが知られている。それら
を長期保存するために、遮光性・ガスバリア性に優れたアルミ積層フィルムを用いた包装
材が用いられてきた（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　しかし、アルミ積層フィルムを用いた包装材は、包装材の外から内容物を判別すること
が困難である。そのため、包装材を開封して確認したり、誤った医療品の包装体を開封し
たりしてしまい、内容物の保存性を損なってしまう問題がある。例えば、医薬品の包装に
は、プレス・スルー・パッケージ（ＰＴＰ）が用いられるが、ＰＴＰは更にアルミ積層フ
ィルムを用いた外装材で包装され、光劣化を防止している。
【０００４】
　近年、薬局では、ジェネリック医薬品の広がりもあり、膨大な数の医薬品を管理してい
る。そのため、内容物の判別ができず、使いづらい問題が発生している。
【０００５】
　そのため、内容物の光劣化防止と、内容物の視認性確保とを両立できる医療用透明包装
材の開発が切望されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平９－７６８３８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、上記の背景技術に鑑みてなされたものであり、その目的は、内容物の光劣化
防止と、内容物の視認性確保とを両立できる医療用透明包装材を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者らは上記課題を解決するため、鋭意検討した結果、基材層と、酸化珪素を含む
ガスバリア層と、紫外線吸収層と、接着層と、をこの順に有してなる医療用透明包装材に
おいて、紫外線吸収層に特定の成分を含有させて、医療用透明包装材の特定波長における
透過率を制御することにより、上記課題を解決できることを知見した。本発明は、かかる
知見に基づいて完成されたものである。
【０００９】
　すなわち、本発明の一態様によれば、
　基材層と、酸化珪素を含むガスバリア層と、紫外線吸収層と、接着層と、をこの順に有
してなる、医療用透明包装材であって、
　前記紫外線吸収層が、ベンゾフェノン系紫外線吸収剤、トリアジン系紫外線吸収剤、お
よびベンゾトリアゾール系紫外線吸収剤からなる群から選択される少なくとも１種を含ん
でなり、
　前記医療用透明包装材は、波長３８０ｎｍの光線透過率が２０％以下であり、波長３９
０ｎｍの光線透過率が２０％以下であり、波長６００ｎｍの光線透過率が６０％以上であ
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る、医療用透明包装材が提供される。
【００１０】
　本発明の態様においては、前記医療用透明包装材が、波長３８０ｎｍの光線透過率が７
％以下であり、波長３９０ｎｍの光線透過率が１７．０％以下であり、波長６００ｎｍの
光線透過率が７０％以上であることが好ましい。
【００１１】
　本発明の態様においては、前記医療用透明包装材の水蒸気透過度が、０．５ｇ／（ｍ２

・ｄａｙ）以下であることが好ましい。
【００１２】
　本発明の態様においては、前記トリアジン系紫外線吸収剤が、ヒドロキシフェニルトリ
アジン系紫外線吸収剤であることが好ましい。
【００１３】
　本発明の態様においては、前記ヒドロキシフェニルトリアジン系紫外線吸収剤が、２－
（２－ヒドロキシ－４－［１－オクチルオキシカルボニルエトキシ］フェニル）－４，６
－ビス（４－フェニルフェニル）－１，３，５－トリアジン、２－［４－［（２－ヒドロ
キシ－３－ドデシルオキシプロピル）オキシ］－２－ヒドロキシフェニル］－４，６－ビ
ス（２，４－ジメチルフェニル）－１，３，５－トリアジン、２，４－ビス［２－ヒドロ
キシ－４－ブトキシフェニル］－６－（２，４－ジブトキシフェニル）－１，３，５－ト
リアジン、２－［４－［（２－ヒドロキシ－３－トリデシルオキシプロピル）オキシ］－
２－ヒドロキシフェニル］－４，６－ビス（２，４－ジメチルフェニル）－１，３，５－
トリアジン、および２－［４－［（２－ヒドロキシ－３－（２'－エチル）ヘキシル）オ
キシ］－２－ヒドロキシフェニル］－４，６－ビス（２，４－ジメチルフェニル）－１，
３，５－トリアジンからなる群から選択される少なくとも１種であることが好ましい。
【００１４】
　本発明の態様においては、前記ガスバリア層が、酸化珪素蒸着膜上にガスバリア性塗布
膜が設けられてなることが好ましい。
【００１５】
　本発明の態様においては、前記医療用透明包装材が、アルミニウム金属箔および／また
はアルミニウム蒸着膜を含まないことが好ましい。
【００１６】
　本発明の態様においては、前記医療用透明包装材が医薬品の包装材として用いられるこ
とが好ましい。
【００１７】
　本発明の態様においては、前記医療用透明包装材が医療機器の包装材として用いられる
ことが好ましい。
【００１８】
　本発明の態様においては、前記医療用透明包装材が医薬品用ＰＴＰの外装材として用い
られることが好ましい。
【００１９】
　本発明の態様においては、前記医療用透明包装材が液体製剤の外装材として用いられる
ことが好ましい。
【００２０】
　本発明の態様においては、前記液体製剤が、輸液バッグまたはプレフィルドシリンジで
あることが好ましい。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明による医療用透明包装材によれば、内容物の光劣化防止と、内容物の視認性を両
立することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
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【図１】本発明による医療用透明包装材の一例を示す模式断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
医療用包装材
　本発明による医療用透明包装材は、基材層と、酸化珪素を含むガスバリア層と、紫外線
吸収層と、接着層と、をこの順に有してなるものである。本発明による医療用透明包装材
は、光劣化性の内容物、例えば医薬品や医療機器、の包装材として用いられる。特に、輸
液バッグやプレフィルドシリンジ等の液体製剤の外装材として、また医薬品用ＰＴＰの外
装材として好適に用いられる。なお、本発明において「透明」とは、内容物を判別できる
程度の透明性があれば足り、半透明であってもよい。
【００２４】
　本発明による医療用透明包装材は、波長３８０ｎｍの光線透過率が２０％以下であり、
好ましくは７％以下であり、より好ましくは２％以下である。波長３９０ｎｍの光線透過
率が２０％以下であり、好ましくは１７％以下であり、より好ましくは３％以下である。
波長６００ｎｍの光線透過率が６０％以上であり、好ましくは７０％以上であり、より好
ましくは８０％以上である。本発明による医療用透明包装材はこれらの特定波長における
上記範囲の光線透過率を満たすことで、医薬品や医療機器等の、光劣化性の内容物の光劣
化防止と、内容物の視認性確保とを両立することができる。
【００２５】
　本発明による医療用透明包装材は、水蒸気透過度が、好ましくは０．５ｇ／（ｍ２・ｄ
ａｙ）以下であり、より好ましくは０．２ｇ／（ｍ２・ｄａｙ）以下であり、さらに好ま
しくは０．１ｇ／（ｍ２・ｄａｙ）以下である。本発明による医療用透明包装材は上記範
囲の水蒸気透過度を満たすことで、液状製剤の長期保存時においても液状製剤中の水分が
蒸散して溶液中の医薬品濃度が一定の基準以上に上昇するのを防ぐことができる。
【００２６】
　本発明による医療用透明包装材は、いずれの層にも、アルミニウム金属箔および／また
はアルミニウム蒸着膜を含まないことが好ましい。アルミニウム金属箔および／またはア
ルミニウム蒸着膜を設けた場合、可視光の透過率が低下し、内容物の視認性が悪化するた
めである。
【００２７】
　図１に、本発明による医療用透明包装材の一例の模式断面図を示す。図１に示される医
療用透明包装材１０は、基材層２０の一方の面上に、ガスバリア層３０と、紫外線吸収層
４０と、接着層５０とが、この順に積層されてなるものである。以下、医療用透明包装材
を構成する各層について説明する。
【００２８】
基材層
　本発明において、基材層は特に限定されないが、成形性や透明性を有する樹脂を用いて
形成することが好ましい。例えば、低密度ポリエチレン、中密度ポリエチレン、高密度ポ
リエチレン、線状低密度ポリエチレン、ポリプロピレン、エチレン－酢酸ビニル共重合体
樹脂、アイオノマー樹脂、エチレン－アクリル酸共重合体樹脂、エチレン－アクリル酸エ
チル共重合体樹脂、エチレン－メタクリル酸共重合体、エチレン－プロピレン共重合体、
メチルペンテン樹脂、ポリブテン樹脂、酸変性ポリオレフィン系樹脂、ポリアミド系樹脂
、ポリスチレン系樹脂、低結晶性の飽和ポリエステルまたは非晶性のポリエステル樹脂等
を用いて形成することができる。これらのうち、成形性や透明性が良好であることから、
ポリエステル系樹脂、ポリブチレンテレフタレート樹脂、ポリエチレンナフタレート樹脂
、特にポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）樹脂が好ましい。通常、基材層の厚さは、
成形性や透明性の観点から、好ましくは４．５～１００μｍであり、より好ましくは１２
～５０μｍの範囲である。
【００２９】
ガスバリア層
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　本発明において、ガスバリア層は、酸化珪素を含むものであり、好ましくは酸化珪素の
蒸着膜を含むものである。蒸着膜の形成方法としては、例えば、真空蒸着法、スパッタリ
ング法、およびイオンプレ－ティング法等の物理気相成長法（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｖａｐ
ｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ法、ＰＶＤ法）、あるいは、プラズマ化学気相成長法、熱化
学気相成長法、および光化学気相成長法等の化学気相成長法（Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｖａｐ
ｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ法、ＣＶＤ法）等を挙げることができる。
【００３０】
　酸化珪素の蒸着膜（薄膜）は、一般式：ＳｉＯｘ（式中、ｘは、０～２の数を表す）で
表され、ｘの値は１．３～１．９が好ましい。また、酸化珪素薄膜は、酸化珪素を主体と
し、さらに、炭素、水素、珪素または酸素の１種類、または２種類以上の元素からなる化
合物の少なくとも１種類を化学結合等により含有してもよい。例えば、Ｃ－Ｈ結合を有す
る化合物、Ｓｉ－Ｈ結合を有する化合物、または、炭素単位がグラファイト状、ダイヤモ
ンド状、フラーレン状等になっている場合、更に、原料の有機珪素化合物やそれらの誘導
体を化学結合等によって含有する場合があるものである。例えば、ＣＨ３部位を持つハイ
ドロカーボン、ＳｉＨ３シリル、ＳｉＨ２シリレン等のハイドロシリカ、ＳｉＨ２ＯＨシ
ラノール等の水酸基誘導体等を挙げることができる。上記の化合物が酸化珪素の蒸着膜中
に含有する含有量としては、０．１～５０質量％、好ましくは５～２０質量％である。ま
た、酸化珪素薄膜が上記化合物を含有する場合、化合物の含有量が酸化珪素の蒸着膜の表
面から深さ方向に向かって減少していることが好ましい。これにより、酸化珪素の蒸着膜
の表面では上記化合物等により耐衝撃性等が高められ、他方、基材層との界面では、上記
化合物の含有量が少ないために基材層と酸化珪素の蒸着膜との密接着性が強固なものとな
る。酸化珪素の薄膜の膜厚としては、例えば、１０～３０００Å程度、特に、６０～１０
００Å程度の範囲内で任意に選択して形成することが好ましい。
【００３１】
　本発明においては、上記の酸化珪素の蒸着膜上に、ガスバリア性を高めるために、バリ
ア性塗布膜をさらに設けることが好ましい。ガスバリア性塗布膜は、少なくとも水酸基を
有する水溶性高分子とアルコキシシランとを含む溶液でコーティングすることにより形成
できる。少なくとも水酸基を有する水溶性高分子としては、ポリビニルアルコール、ポリ
ビニルピロリドン、デンプン、メチルセルロース、カルボキシメチルセルロース、アルギ
ン酸ナトリウム、又はエチレン－ビニルアルコール共重合体などが挙げられ、特に、エチ
レン－ビニルアルコール共重合体やポリビニルアルコールが好ましい。これら樹脂は市販
のものを使用してもよく、例えばエチレン・ビニルアルコール共重合体として、株式会社
クラレ製、エバールＥＰ－Ｆ１０１（エチレン含量；３２モル％）、日本合成化学工業株
式会社製、ソアノールＤ２９０８（エチレン含量；２９モル％）等を使用することができ
る。また、ポリビニルアルコールとして、株式会社クラレ製のＲＳポリマーであるＲＳ－
１１０（ケン化度＝９９％、重合度＝１，０００）、同社製のクラレポバールＬＭ－２０
ＳＯ（ケン化度＝４０％、重合度＝２，０００）、日本合成化学工業株式会社製のゴーセ
ノールＮＭ－１４（ケン化度＝９９％、重合度＝１，４００）等を使用することができる
。
【００３２】
　アルコキシシランとしては、一般式：
　　Ｒ１ｎＳｉ（ＯＲ２）ｍ

（式中、Ｒ１およびＲ２は、それぞれ独立して炭素数１～８の有機基を表し、ｎは０以上
の整数を表し、ｍは１以上の整数を表すが、ｎ＋ｍはＳｉの原子価を表す。）で表される
ものが好適に使用できる。上記式において、Ｒ１で表される有機基の具体例としては、例
えば、メチル基、エチル基、ｎ－プロピル基、ｉ－プロピル基、ｎ－ブチル基、ｉ－ブチ
ル基、ｓｅｃ－ブチル基、ｔ－ブチル基、ｎ－ヘキシル基、ｎ－オクチル基、その他等の
アルキル基を挙げることができる。アルコキシシランの具体例としては、例えば、テトラ
メトキシシラン：Ｓｉ（ＯＣＨ３）４　、テトラエトキシシラン：Ｓｉ（ＯＣ２Ｈ５）４

　、テトラプロポキシシラン：Ｓｉ（ＯＣ３Ｈ７）４　、テトラブトキシシラン：Ｓｉ（



(7) JP 2013-248761 A 2013.12.12

10

20

30

40

50

ＯＣ４Ｈ９）４等を使用することができる。
【００３３】
　上記した水溶性高分子とアルコキシシランとを混合し、さらに所望によりゾル－ゲル法
触媒、水、および、有機溶剤を添加した溶液を、酸化アルミニウムまたは酸化珪素からな
る薄膜の表面に塗布し、重縮合することにより、ガスバリア性塗布膜を形成することがで
きる。また、本発明においては、酸化アルミニウムまたは酸化珪素からなる薄膜の上に、
上記の塗布膜を２層以上重層した複合ポリマー層を形成することもできる。
【００３４】
　また、本発明においては、上記のガスバリア性塗布膜形成用塗布液に、シランカップリ
ング剤を添加することができ、これにより得られるガスバリア性塗布膜は特に好ましいも
のである。上記のシランカップリング剤としては、既知の有機反応性基含有オルガノアル
コキシシランを用いることができるが、特に、エポキシ基を有するオルガノアルコキシシ
ランが好適であり、例えば、γ－グリシドキシプロピルトリメトキシシラン、γ－グリシ
ドキシプロピルメチルジエトキシシラン、あるいは、β－（３，４－エポキシシクロヘキ
シル）エチルトリメトキシシラン等を使用することができる。上記のようなシランカップ
リング剤は、１種ないし２種以上を混合して用いてもよい。本発明において、上記のよう
なシランカップリング剤の使用量は、上記のアルコキシシラン１００質量部に対して１～
２０質量部程度の範囲内で使用することができる。
【００３５】
　ガスバリア性塗布膜形成用塗布液の塗布方法としては、通常用いられる、グラビアロー
ルコーターなどのロールコート、スプレーコート、スピンコート、デイツピング、刷毛、
バーコード、アプリケータ等の従来公知の手段が用いられる。塗布膜の厚さは塗布液の種
類によって異なるが、乾燥後の厚さが約０．０１～１００μｍの範囲であればよいが、５
０μｍ以上では、膜にクラックが生じやすくなるため、０．０１～５０μｍとすることが
好ましい。
【００３６】
　塗布液と重縮合させる際のゾル－ゲル法触媒としては、水に実質的に不溶であり、かつ
有機溶媒に可溶な第三アミンが用いられる。具体的には、例えば、Ｎ，Ｎ－ジメチルベン
ジルアミン、トリプロピルアミン、トリブチルアミン、トリペンチルアミン等を使用する
ことができる。特に、Ｎ，Ｎ－ジメチルべンジルアミンが好適であり、アルコキシシラン
、およびシランカップリング剤の合計量１００質量部当り、０．０１～１．０質量部、特
に約０．０３質量部程度を使用することが好ましい。
【００３７】
　また、ゾル－ゲル法の触媒として、酸を使用することもでき、例えば、硫酸、塩酸、硝
酸などの鉱酸、ならびに、酢酸、酒石酸な等の有機酸、その他を使用することができる。
酸の使用量としては、アルコキシシランおよびシランカップリング剤のアルコキシシラン
分（例えばシリケート部分）の総モル量に対し０．００１～０．０５モル程度、特に約０
．０１モル程度が好ましい。
【００３８】
　塗布液に含まれる水は、溶液アルコキシドの合計モル量１モルに対して０．１～１００
モル、好ましくは０．８～２モルの割合で添加される。また、ガスバリア性塗布膜形成用
塗布液に含まれるポリビニルアルコールやエチレン－ビニルアルコール共重合体は、上記
のアルコキシシランやシランカップリング剤などを含む塗布液中で溶解した状態であるこ
とが好ましく、そのために有機溶媒を適宜選択して添加してもよい。例えば、有機溶媒と
しては、メチルアルコール、エチルアルコール、ｎ－プロピルアルコール、イソプロピル
アルコール、ｎ－ブタノール等を用いることができる。
【００３９】
　通常、ガスバリア層の厚さは、ガスバリア性や透明性の観点から、好ましくは０．０１
～５０μｍであり、より好ましくは０．１～１０μｍの範囲である。
【００４０】
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紫外線吸収層
　本発明において、紫外線吸収層は、ベンゾフェノン系紫外線吸収剤、トリアジン系紫外
線吸収剤、およびベンゾトリアゾール系紫外線吸収剤からなる群から選択される少なくと
も１種を含むものである。紫外線吸収層がこれらの紫外線吸収剤を含むことで、医療用透
明包装材の各波長における光線透過率を所望の範囲内に調節することができる。紫外線吸
収剤は、０．５～０．８ｇ／ｍ２の範囲の割合で紫外線吸収層中に含有させるようにする
のが好ましく、さらに０．５５～０．８ｇ／ｍ２の範囲がより好ましいものである。
【００４１】
　ベンゾフェノン系紫外線吸収剤としては、ヒドロキシベンゾフェノン系紫外線吸収剤が
好ましく用いられる。ヒドロキシベンゾフェノン系紫外線吸収剤としては、２－ヒドロキ
シベンゾフェノン、２，４－ジヒドロキシベンゾフェノン、２，２’－ジヒドロキシ－４
，４’－ジメトキシベンゾフェノン、２，２’－４，４’－テトラヒドロキシベンゾフェ
ノン、２－ヒドロキシ－４－メトキシベンゾフェノン、ヒドロキシメトキシベンゾフェノ
ンスルホン酸及びその三水塩、ならびにヒドロキシメトキシベンゾフェノンスルホン酸ナ
トリウムからなる群から選択される少なくとも１種が挙げられる。
【００４２】
　トリアジン系紫外線吸収剤としては、ヒドロキシフェニルトリアジン系紫外線吸収剤が
好ましく用いられる。ヒドロキシフェニルトリアジン系紫外線吸収剤としては、２－（２
－ヒドロキシ－４－［１－オクチルオキシカルボニルエトキシ］フェニル）－４，６－ビ
ス（４－フェニルフェニル）－１，３，５－トリアジン、２－［４－［（２－ヒドロキシ
－３－ドデシルオキシプロピル）オキシ］－２－ヒドロキシフェニル］－４，６－ビス（
２，４－ジメチルフェニル）－１，３，５－トリアジン、２，４－ビス［２－ヒドロキシ
－４－ブトキシフェニル］－６－（２，４－ジブトキシフェニル）－１，３，５－トリア
ジン、２－［４－［（２－ヒドロキシ－３－トリデシルオキシプロピル）オキシ］－２－
ヒドロキシフェニル］－４，６－ビス（２，４－ジメチルフェニル）－１，３，５－トリ
アジン、および２－［４－［（２－ヒドロキシ－３－（２'－エチル）ヘキシル）オキシ
］－２－ヒドロキシフェニル］－４，６－ビス（２，４－ジメチルフェニル）－１，３，
５－トリアジンからなる群から選択される少なくとも１種が挙げられる。
【００４３】
　ベンゾトリアゾール系紫外線吸収剤としては、２－エチルヘキシル－３－〔３－ｔｅｒ
ｔ－ブチル－４－ヒドロキシ－５－（５－クロロ－２Ｈ－ベンゾトリアゾール－２－イル
）フェニル〕プロピオネート、２－（２Ｈ－ベンゾトリアゾール－２－イル）－６－（直
鎖及び側鎖ドデシル）－４－メチルフェノール、２－〔５－クロロ（２Ｈ）－ベンゾトリ
アゾール－２－イル〕－４－メチル－６－（ｔｅｒｔ－ブチル）フェノール、２－（２Ｈ
－ベンゾトリアゾール－２－イル）－４，６－ジ－ｔｅｒｔ－ペンチルフェノール、２－
（２′－ヒドロキシ－５′－メチルフェニル）ベンゾトリアゾール、２－（２′－ヒドロ
キシ－３′，５′－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）ベンゾトリアゾール、２－（２′－
ヒドロキシ－３′－ｔｅｒｔ－ブチル－５′－メチルフェニル）ベンゾトリアゾール、２
－（２′－ヒドロキシ－３′，５′－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）－５－クロロベン
ゾトリアゾール、２－（２′－ヒドロキシ－３′－（３″，４″，５″，６″－テトラヒ
ドロフタルイミドメチル）－５′－メチルフェニル）ベンゾトリアゾール、２，２－メチ
レンビス（４－（１，１，３，３－テトラメチルブチル）－６－（２Ｈ－ベンゾトリアゾ
ール－２－イル）フェノール）、および２－（２′－ヒドロキシ－３′－ｔｅｒｔ－ブチ
ル－５′－メチルフェニル）－５－クロロベンゾトリアゾールからなる群から選択される
少なくとも１種が挙げられる。
【００４４】
　紫外線吸収層は、上記の紫外線吸収剤を接着剤等に分散させたインキを塗布して形成す
ることができる。接着剤としては、従来公知のラミネート用接着剤、例えば、１液あるい
は２液型の硬化ないし非硬化タイプのビニル系、（メタ）アクリル系、ポリアミド系、ポ
リエステル系、ポリエーテル系、ポリウレタン系、エポキシ系、ゴム系、その他等の溶剤
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型、水性型、あるいは、エマルジョン型等のラミネート用接着剤を使用することができる
。上記の接着剤のコーティング方法としては、例えば、ダイレクトグラビアロールコート
法、グラビアロールコート法、キスコート法、リバースロールコート法、フォンテン法、
トランスファーロールコート法、その他の方法で塗布することができる。通常、紫外線吸
収層の厚さは、紫外線遮断性や透明性の観点から、好ましくは１～２０μｍであり、より
好ましくは１～１０μｍの範囲である。
【００４５】
接着層
　本発明において、接着層は特に限定されないが、熱接着性を有する樹脂を用いて形成す
ることができる。具体的には、熱接着性を有する樹脂としては、例えば、低密度ポリエチ
レン樹脂、中密度ポリエチレン樹脂、高密度ポリエチレン樹脂、直鎖状低密度ポリエチレ
ン樹脂、メタロセン触媒を利用して重合したエチレン－αオレフィンとの共重合体樹脂、
エチレン－ポリプロピレン共重合体樹脂、エチレン－酢酸ビニル共重合体樹脂、エチレン
－アクリル酸共重合体樹脂、エチレン－アクリル酸エチル共重合体樹脂、エチレン－メタ
クリル酸共重合体樹脂、エチレン－メタクリル酸メチル共重合体樹脂、エチレン－マレイ
ン酸共重合体樹脂、アイオノマー樹脂、ポリオレフィン樹脂に不飽和カルボン酸、不飽和
カルボン酸、不飽和カルボン酸無水物、エステル単量体をグラフト重合、または、共重合
した樹脂、無水マレイン酸をポリオレフィン樹脂にグラフト変性した樹脂等を使用するこ
とができる。これらの材料は、一種ないしそれ以上を組み合わせて使用することができる
。通常、接着層の厚さは、成形性や透明性の観点から、１～１００μｍの範囲内であるこ
とが好ましく、１～２０μｍの範囲内であることがより好ましい。
【実施例】
【００４６】
　以下に、実施例と比較例を挙げて本発明をさらに詳細に説明するが、本発明は以下の実
施例の内容に限定して解釈されるものではない。
【００４７】
実施例１
医療用包装材の作製
　基材として、厚さ１２μｍのポリエチレンテレフタレートフィルム（ＰＥＴ）を用意し
た。この基材の一方の面上に酸化珪素を蒸着して、酸化珪素蒸着膜を形成した。
【００４８】
　次に、下記に示す組成に従って、組成（ａ）のＥＶＯＨ、イソプロピルアルコール、お
よびイオン交換水の混合溶媒にて溶解したＥＶＯＨ溶液に、予め調製した組成（ｂ）のエ
チルシリケート４０、イソプロピルアルコール、アセチルアセトンアルミニウム、イオン
交換水からなる加水分解液を加えて攪拌し、さらに予め調製した組成（ｃ）のポリビニル
アルコール水溶液、酢酸、イソプロピルアルコールおよびイオン交換水からなる混合液を
加えて攪拌し、無色透明のバリア性塗布膜形成用組成物を得た。
バリア性塗布膜形成用組成物　　　　　　　　　　　　　　　　　
ａ　ＥＶＯＨ（エチレン共重合率２９％）　　　０．１２２質量％
ｂ　エチルシリケート４０（コルコート社）　　９．１４６質量％
ｃ　ポリビニルアルコール　　　　　　　　　　１．２２０質量％
　続いて、上記の酸化珪素蒸着膜上に、上記組成のバリア性塗布膜形成用組成物を塗布し
てガスバリア性塗布膜を設け、ガスバリア層を形成した。
【００４９】
　一方、接着層として、厚さ４０μｍのポリエチレンフィルム（ＰＥ）を用意した。この
接着層の一方の面上に、トリアジン系紫外線吸収剤（ヒドロキシトリアジン含有、ＢＡＳ
Ｆジャパン（株）：ＴＩＮＵＶＩＮ　４７７）をポリエーテルポリウレタン系接着剤（大
日精化工業（株）：主剤－セイカボンドＡ－１８８、硬化剤－セイカボンドＣ－８９によ
る二液硬化タイプ）に１０％添加したインキを塗布して紫外線吸収層を形成した後、上記
のガスバリア性塗布膜と貼り合わせた。紫外線吸収層は、グラビアロールによるドライラ
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ミネート方法により厚さ３μｍに形成させたものである。紫外線吸収層中の紫外線吸収剤
の含有量は０．５５ｇ／ｍ２とした。以上により、医療用透明包装材を作製した。
【００５０】
実施例２
　紫外線吸収剤として、トリアジン系紫外線吸収剤の代わりにベンゾトリアゾール系紫外
線吸収剤（ＢＡＳＦジャパン（株）：ＴＩＮＵＶＩＮ　Ｔ９９）を添加した以外は、実施
例１と同様にして医療用透明包装材を作製した。
【００５１】
比較例１
　紫外線吸収層にトリアジン系紫外線吸収剤を添加しなかった以外は、実施例１と同様に
して、医療用透明包装材を作製した。
【００５２】
比較例２
　ガスバリア層において、酸化珪素蒸着膜の代わりに、アルミニウム蒸着膜を設けた以外
は、実施例１と同様にして、医療用包装材（不透明）を作製した。
【００５３】
医療用包装材の性能評価
　上記で作製した熱転写箔について、（１）光線透過率、（２）水蒸気透過度、（３）保
存試験後の色差、および（４）視認性の各評価を行った。
【００５４】
（１）光線透過率の測定
　上記で作製した医療用包装材について、３８０ｎｍ、３９０ｎｍ、および６００ｎｍの
各波長における光線透過率を測定した。光線透過率の測定は、ＪＩＳ－Ｋ７１０５に準拠
して、ＵＶ－２４００ＰＣ（島津製作所製）を用いて行った。
【００５５】
（２）水蒸気透過度の測定
　上記で作製した医療用包装材について、水蒸気透過率を測定した。水蒸気透過率の測定
は、ＪＩＳ規格Ｚ－０２０８または０２２２の「透湿度試験方法」（条件：４０℃、９０
％ＲＨ）に準拠して、ＰＥＲＭＡＴＲＡＮ－Ｗ（モコン社製）を用いて行った。
【００５６】
（３）保存試験後の色差の測定
　上記で作製した医療用包装材に薬液を入れ、ケミカルランプ直下２０ｃｍで１４日間保
存した。その後、薬液容器中の薬液を取り出し、分光色彩計ＣＬＲ－７１００Ｆ（島津製
作所製）を用いて可視光線領域における全波長での吸光度の差（保存後の値－保存直前の
値）を算出して、色差を測定した。測定条件は透過光、Ｄ６５／１０度視野とした。また
、標準校正には生理食塩液を用いた。
【００５７】
（４）視認性の評価
　上記で作製した医療用包装材を用いて医薬品を包装した。包装後の医薬品について、内
容物の視認性を目視により判断した。評価基準は下記の通りである。
　評価基準
・○：内容物を判別することができた。
・×：内容物を判別することができなかった。
【００５８】
　上記の評価の結果を表１に示す。本発明の組成を満たす医療用透明包装材は、紫外線を
十分に遮断しつつ、可視光の透過性に優れ、かつ水蒸気の遮断性に優れるものであった。
また、内容物の光劣化防止と、内容物の視認性確保とを両立できるものであった。
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【表１】

【符号の説明】
【００５９】
　１０　医療用透明包装材
　２０　基材層
　３０　ガスバリア層
　４０　紫外線吸収層
　５０　接着層

【図１】
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